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日
本
の
近
代
国
家
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
（
明
治
期
）

1871

　
明
治
4	

◆ 

小
野
組
民
営
製
糸
場
、
築
地
で
操
業
開
始

	
◆ 

山
川
捨
松
、
津
田
梅
子
ら
5
人
が
女
性
初
の
留
学
生
と
し
て
米
国
に
出
発

1872

　
明
治
5	
◆ 
文
部
省
直
轄
に
よ
る
官
立
女
学
校
開
校

	

◆ 

学
制
が
公
布
さ
れ
6
歳
以
上
の
男
女
の
義
務
教
育
の
実
施

	

◆ 

官
営
富
岡
製
糸
場
が
操
業
を
開
始
（
群
馬
県
）

	

◆ 

太
政
官
布
告
に
よ
る
僕
婢
娼
妓
解
放
令
出
さ
れ
る

1873

　
明
治
6	

◆ 

横
田
（
和
田
）
英　
富
岡
製
糸
場
の
伝
習
工
女
と
な
る

1874

　
明
治
7	

◆ 

東
京
女
子
師
範
学
校
設
立

	

◆ 

長
野
県
松
代
に
て
西
条
村
製
糸
場
（
後
の
六
工
社
）
が
操
業
を
開
始

1881

　
明
治
14	

◆ 

渡
邉
辰
五
郎
が
私
塾
「
和
洋
裁
縫
伝
習
所
」（
現
・
東
京
家
政
大
学
）
を
本
郷
湯
島
に
設
立

1882

　
明
治
15	

◆ 

鹿
島
紡
績
所
等
に
お
い
て
昼
夜
二
交
替
作
業
開
始

1885

　
明
治
18	

◆ 

初
の
女
性
医
師
（
荻
野
吟
子
）
開
業

	

◆ 『
女
学
雑
誌
』
創
刊

1886

　
明
治
19	

◆ 

共
立
女
子
職
業
学
校
が
開
校
（
現
・
共
立
女
子
学
園
の
前
身
）

	

◆ 

雨
宮
製
糸
場
で
工
女
ス
ト
ラ
イ
キ
が
起
き
る
（
山
梨
県
）

1889

　
明
治
22	

◆ 

大
阪
天
満
紡
績
工
場
で
工
女
ス
ト
ラ
イ
キ
が
起
き
る

1890

　
明
治
23	

◆ 

東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
設
立
（
現
・
お
茶
の
水
女
子
大
学
）

	

◆ 

日
本
赤
十
字
社　
看
護
婦
の
養
成
を
開
始

	

◆ 

東
京
横
浜
間
に
電
話
が
開
通
（
交
換
手
11
人
中
9
人
が
女
性
）

1894

　
明
治
27	

◆ 

大
阪
三
井
銀
行
支
店
（
現
・
三
井
住
友
銀
行
）
が
女
性
行
員
を
採
用

1897

　
明
治
30	

◆ 

松
岡
（
羽
仁
）
も
と
子　
報
知
新
聞
社
入
社　
初
の
女
性
記
者
と
な
る

1898

　
明
治
31	

◆ 

日
本
銀
行　
計
算
係
に
女
性
を
採
用

	

　
こ
の
頃
か
ら
銀
行
・
会
社
・
官
庁
等
で
女
性
が
採
用
さ
れ
始
め
る　
　
　
　

	

◆ 

民
法　
親
族
編
・
総
続
編
公
布
・
施
行

1899

　
明
治
32	

◆ 

高
等
女
学
校
令
公
布
・
施
行

1900

　
明
治
33	

◆ 

津
田
梅
子　
女
子
英
学
塾
設
立
（
現
・
津
田
塾
大
学
）

	

◆ 

吉
岡
弥
生　
東
京
女
医
学
校
設
立
（
現
・
東
京
女
子
医
科
大
学
）

1901

　
明
治
34	

◆ 

成
瀬
仁
蔵
ら　
日
本
女
子
大
学
校
設
立
（
現
・
日
本
女
子
大
学
）

	

◆ 

三
井
呉
服
店
（
現
・
三
越
）
女
性
店
員
を
採
用

1903

　
明
治
36	

◆ 

農
商
務
省
『
職
工
事
情
』
を
公
表

	

◆ 

専
門
学
校
令
公
布
。
女
子
の
専
門
学
校
設
立

	

◆ 『
家
庭
之
友
』
創
刊
（
後
に
『
婦
人
之
友
』
と
改
題
）

1908

　
明
治
41	

◆ 

奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
設
立
（
現
・
奈
良
女
子
大
学
）

	

◆ 

川
上
貞
奴　
帝
劇
女
優
養
成
所
を
開
設　

東京女子専門学校の校舎
1904 現・東京家政大学卒業生
前列左から４番目：渡邉辰五郎先生、左から５番目：2代目校長渡邉滋先生

1908 1908     18711871
和洋裁縫伝習所（現・東京家政大学）
校祖 渡邉辰五郎先生

和洋裁縫伝習所の校舎
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「
職
業
婦
人
」
と
「
主
婦
」
の
誕
生
（
大
正
期
）

1911

　
明
治
44	

◆ 

工
場
法
公
布

	
◆ 

平
塚
ら
い
て
う
等
雑
誌
『
青
鞜
』
創
刊

	
◆ 
廓
清
会
結
成

1912

　
大
正
元	

◆ 

日
本
初
の
労
働
組
合
「
友
愛
会
」
発
足

1913

　
大
正
2	

◆ 『
中
央
公
論
』『
太
陽
』
等
が
婦
人
問
題
特
集
号
を
発
行

	

◆ 

東
北
帝
国
大
学
（
現
・
東
北
大
学
）
理
学
部　
3
人
の
女
子
学
生
の
入
学
を
許
可

1916

　
大
正
5	

◆ 『
婦
人
公
論
』
創
刊

	

◆ 「
友
愛
会
」
に
婦
人
部
発
足　
『
友
愛
婦
人
』
創
刊

1917

　
大
正
6	

◆ 『
婦
人
之
友
』
創
刊

	

◆ 

第
1
回
全
国
小
学
校
女
教
員
大
会
開
催
（
女
教
員
産
前
産
後
休
暇
な
ど
協
議
）

1918

　
大
正
7	

◆ 

与
謝
野
晶
子
、
平
塚
ら
い
て
う
、

	

　
山
川
菊
栄
ら
に
よ
る
「
母
性
保
護
論
争
」
起
こ
る
（『
婦
人
公
論
』）

1919

　
大
正
8	

◆ 

第
1
回
国
際
労
働
会
議
に
日
本
か
ら
田
中
孝
子
出
席

1920

　
大
正
9	

◆ 

初
の
女
性
バ
ス
車
掌
を
採
用
（
東
京
）

	

◆ 

平
塚
ら
い
て
う
、
市
川
房
枝
ら
が
「
新
婦
人
協
会
」
設
立

	
		（

日
本
で
最
初
に
婦
人
の
社
会
的
・
政
治
的
権
利
獲
得
を
目
指
し
活
動
し
た
婦
人
団
体
）

	

◆ 

日
本
最
初
の
メ
ー
デ
ー

	

◆ 

全
国
初
の
女
性
小
学
校
校
長
が
誕
生
（
宮
崎
県
）

1921

　
大
正
10	

◆ 

職
業
紹
介
法
公
布
・
施
行

1922

　
大
正
11	

◆ 

女
性
飛
行
家
第
1
号
誕
生
（
兵
頭　
精
）

	

◆ 

文
部
省
「
女
教
員
産
前
産
後
休
養
に
関
す
る
件
」
訓
令

	
		（

産
前
2
週
間
産
後
6
週
間
の
休
養
）

1923

　
大
正
12	

◆ 

丸
ノ
内
ビ
ル
（
丸
ビ
ル
）
完
成　
（
女
性
事
務
員
・
タ
イ
ピ
ス
ト
が
勤
務
）

	

◆ 

奥
む
め
お
等
「
職
業
婦
人
社
」
設
立　
『
職
業
婦
人
』
創
刊

	

　
　

関
東
大
震
災

1924

　
大
正
13	

◆ 

婦
人
工
場
監
督
官
補
初
め
て
任
用
（
中
富
て
る
／
大
阪
）

	

◆ 

東
京
市　
婦
人
職
業
紹
介
所
設
置

	

◆ 

東
京
市
社
会
局
「
職
業
婦
人
に
関
す
る
調
査
」
発
表

	

◆ 「
婦
人
参
政
権
獲
得
期
成
同
盟
会
」
発
足
（
翌
年
「
婦
選
獲
得
同
盟
」
と
改
称
）

1925

　
大
正
14	

◆ 

東
京
市
電　
女
性
車
掌
採
用

	

◆ 

東
京
放
送
局
（
現
・
N
H
K
）　
女
性
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
を
採
用

	

◆ 

細
井
和
喜
蔵
『
女
工
哀
史
』
刊
行

1927

　
昭
和
2	

◆ 

初
の
女
性
博
士
（
理
学
）
誕
生
（
保
井
コ
ノ
）

	

◆ 

大
日
本
紡
績
橋
場
工
場
争
議
（
東
京
）
ほ
か
各
地
で
労
働
争
議
が
起
こ
る　

※は、国立民族学博物館「身装画像データベース〈近代日本の身装文化〉」（MCDプロジェクト作成）より

1911 三越呉服店
宣伝ポスター ※1923 婦人参政権獲得相談会 出典資料：青年タイムス4月 ※

1920 女優の服装研究　出典資料：新衣裳(高島屋)11月 ※

19271927      19111911
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昭
和
恐
慌
か
ら
戦
時
（
昭
和
前
期
）

1929

　
昭
和
4	

◆ 

明
治
大
学　
法
科
・
商
科
に
女
子
部
開
設

	
◆ 

改
正
工
場
法
の
施
行
に
よ
り
婦
人
及
び
年
少
者
の
深
夜
業
禁
止

	

　
　

世
界
大
恐
慌

1930

　
昭
和
5	

　
　
昭
和
恐
慌

	

◆ 「
婦
選
獲
得
同
盟
」
第
1
回
全
日
本
婦
選
大
会
開
催

	

◆ 

鐘
紡
、
東
洋
モ
ス
リ
ン
等
各
地
で
労
働
争
議
起
き
る

1931

　
昭
和
6	

◆ 

百
貨
店
の
従
業
員
募
集
に
女
性
が
多
数
応
募
（
東
京
）

	

◆ 

全
国
中
等
学
校
女
教
員
会
結
成

	

　
　

満
州
事
変
お
こ
る

1933

　
昭
和
8	

◆ 

女
性
に
弁
護
士
試
験
受
験
資
格
が
認
め
ら
れ
る

	

◆ 

女
子
・
年
少
者
の
坑
内
労
働
禁
止
実
施

1936

　
昭
和
11	

◆ 

鐘
紡
兵
庫
工
場　
女
性
労
働
者
の
1
日
6
時
間
労
働
制
実
施
（
家
庭
婦
人
の
勤
務
可
能
と
な
る
）

1937

　
昭
和
12	

◆ 

母
子
保
護
法
公
布
（
１
９
３
８
年
施
行
）

	

　
　

日
中
戦
争
始
ま
る

1938

　
昭
和
13	

◆ 

国
家
総
動
員
法
公
布
・
施
行

	

◆ 

高
等
文
官
司
法
科
試
験
に
3
名
の
女
性
合
格
（
初
の
女
性
弁
護
士
誕
生
）

1939

　
昭
和
14	

◆ 

女
性
の
坑
内
作
業
禁
止
規
定
緩
和

	

◆ 

国
民
徴
用
令
公
布
・
施
行

	

◆ 

女
性
労
務
者
特
殊
保
護
通
牒
（
女
性
専
用
の
便
所
・
更
衣
室
・
寄
宿
舎
の
設
置
等
を
指
示
）

1940

　
昭
和
15	

◆ 

奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
（
7
・
7
禁
令
）
公
布
・
施
行

	

◆ 「
婦
選
獲
得
同
盟
」
解
散

1941

　
昭
和
16	

　
　
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
始
ま
る

	

◆ 

保
健
婦
規
則
公
布
・
施
行

	

◆ 

国
民
勤
労
報
国
協
力
令
公
布
・
施
行

	

◆ 「
人
口
政
策
確
立
要
綱
」
策
定　
（「
産
め
よ
増
や
せ
よ
」）

1942

　
昭
和
17	

◆ 

愛
国
婦
人
会
、
大
日
本
連
合
婦
人
会
、

	

　
大
日
本
国
防
婦
人
会
を
「
大
日
本
婦
人
会
」
に
統
合

	

◆ 

労
働
者
年
金
保
険
法
の
制
定
（
１
９
４
４
年
に
厚
生
年
金
保
険
法
に
改
称
）

	

◆ 

妊
産
婦
手
帳
交
付
開
始

1943

　
昭
和
18	

◆ 

17
の
職
業
に
つ
い
て
男
性
の
就
業
が
制
限
な
い
し
禁
止
さ
れ
る

	

◆ 

女
子
挺
身
隊
の
編
成
、
女
子
学
徒
の
動
員
始
ま
る

	

◆ 

女
子
・
年
少
者
の
就
業
時
間
、
深
夜
業
、
休
日
、
休
憩
の
制
限
緩
和
（
工
場
法
戦
時
特
例
公
布
・
施
行
）

1944

　
昭
和
19	

◆ 

学
徒
勤
労
令
・
女
子
挺
身
勤
労
令
公
布
・
施
行

1945

　
昭
和
20	

　
　
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
、
戦
争
終
結

※は、国立民族学博物館「身装画像データベース〈近代日本の身装文化〉」（MCDプロジェクト作成）より

1936 東京割烹女学校の野外料理実習
出典資料：アサヒグラフ6月 ※

1940 第1号 表紙 
出典資料：主婦之友1月 ※

19451945      19291929
1930 モダンな仕事着 出典資料：婦女界3月 ※
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戦
後
の
改
革
期

1945

　
昭
和
20	

◆ 

G
H
Q
選
挙
権
賦
与
に
よ
る
婦
人
解
放
な
ど
五
大
改
革
を
指
示

	
◆ 

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
に
よ
り
婦
人
参
政
権
認
め
ら
れ
る

	
◆ 
労
働
組
合
法
公
布

1946

　
昭
和
21	

◆ 

G
H
Q
公
娼
制
度
廃
止
を
指
令

	

◆ 

警
視
庁　
初
の
婦
人
警
官
採
用

	

◆ 

第
22
回
衆
議
院
議
員
選
挙
で
初
め
て
の
婦
人
参
政
権
行
使
、
女
性
議
員
39
人
当
選

	

◆ 

日
本
国
憲
法
公
布
（
１
９
４
７
年
施
行
）
男
女
平
等
の
明
文
化

1947

　
昭
和
22	

◆ 

教
育
基
本
法
公
布
・
施
行
（
教
育
の
機
会
均
等
・
男
女
共
学
）

	

◆ 

労
働
基
準
法
公
布
・
施
行
（
男
女
同
一
賃
金
・
母
性
保
護
規
定
）

	

◆ 

労
働
省
発
足　
婦
人
少
年
局
設
置
（
初
代
局
長
山
川
菊
栄
）

	

◆ 

改
正
刑
法
公
布
・
施
行
（
不
敬
罪
、
姦
通
罪
廃
止
）

	

◆ 

改
正
民
法
公
布
（
家
父
長
制
度
廃
止
／
１
９
４
８
年
施
行
）

1948

　
昭
和
23	

◆ 

優
生
保
護
法
施
行
（
人
工
妊
娠
中
絶
要
件
緩
和
）

1949

　
昭
和
24	

◆ 

生
活
改
良
普
及
員
全
国
に
配
置

	

◆ 

初
の
女
性
判
事
補
（
石
渡
満
子
、
三
淵
嘉
子
）　　
　
　

	

◆ 

初
の
女
性
検
事
（
門
上
千
恵
子
）

	

　
　

全
国
の
未
亡
人
数
１
８
７
万
７
１
６
１
人
。
各
地
で
未
亡
人
会
結
成

1950

　
昭
和
25	

　
　
各
地
で
売
春
、
風
俗
取
締
り
等
の
条
例
制
定
開
始

1951

　
昭
和
26	

◆ 

民
間
航
空
会
社
設
立
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
登
場

1952

　
昭
和
27	

◆ 

第
6
回
国
連
婦
人
の
地
位
委
員
会
に
日
本
か
ら
初
め
て
出
席
（
労
働
省
婦
人
少
年
局
長
）

	

　
　

朝
鮮
特
需
が
終
わ
り
繊
維
産
業
に
働
く
女
性
労
働
者
大
量
解
雇

1954

　
昭
和
29	

◆ 

近
江
絹
糸
人
権
争
議
起
き
る
（
結
婚
の
自
由
等
22
項
目
要
求
）

	

　
　

こ
の
頃
よ
り
集
団
就
職
が
始
ま
る

1955

　
昭
和
30	

◆ 

石
垣
綾
子
「
主
婦
と
い
う
第
二
職
業
論
」
を
契
機
に
主
婦
論
争
起
こ
る　
（『
婦
人
公
論
』『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
な
ど
）

	

◆ 

第
1
回
日
本
母
親
大
会
開
催

	

◆ 「
婦
人
の
参
政
権
に
関
す
る
条
約
」（
国
連
条
約
）
批
准

	

◆ 

産
休
補
助
教
員
設
置
法
公
布
（
１
９
５
６
年
施
行
）　

1949 第1回婦人週間ポスター

東京家政大学
戦後初の学長
畑井新喜司先生

東京家政大学
開学当初の学長
青木誠四郎先生

19551955      19451945
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高
度
経
済
成
長
期

1956

　
昭
和
31	

◆ 

I
L
O
第
45
号
条
約
（
女
子
の
坑
内
労
働
の
禁
止
）
批
准

	
◆ 

売
春
防
止
法
公
布
（
１
９
５
７
年
一
部
施
行
、
１
９
５
８
年
全
面
施
行
）

	

　
　

経
済
白
書
発
表
“
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
”

1957

　
昭
和
32	

◆ 

初
の
女
性
週
刊
誌
『
週
刊
女
性
』
創
刊

1958

　
昭
和
33	

◆ 「
人
身
売
買
及
び
他
人
の
売
春
か
ら
の
搾
取
の
禁
止
に
関
す
る
条
約
」（
国
連
条
約
）
批
准

	

◆ 

神
戸
三
宮
に
「
主
婦
の
店
ダ
イ
エ
ー
」
開
店
、
以
後
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
増
加

1959

　
昭
和
34	

◆ 

最
低
賃
金
法
公
布
・
施
行

	

◆ 

新
国
民
健
康
保
険
法
施
行
（
国
民
皆
保
険
）

	

◆ 

国
民
年
金
法
公
布
・
施
行
（
国
民
皆
年
金
、
母
子
・
寡
婦
年
金
及
び
母
子
福
祉
年
金
制
度
等
創
設
）

1960

　
昭
和
35	

◆ 

初
の
女
性
国
務
大
臣
（
中
山
マ
サ
厚
生
大
臣
）

1961

　
昭
和
36	

　
　
保
育
所
設
置
運
動
活
発
化

1962

　
昭
和
37	

◆ 

キ
ー
パ
ン
チ
ャ
ー
の
職
業
病
が
社
会
問
題
化

	

　
　

女
子
学
生
亡
国
論
議
起
こ
る
（
暉
峻
康
隆
、
池
田
弥
三
郎
ら
）

1963

　
昭
和
38	

　
　
兼
業
農
家
、
全
農
家
の
4
割
を
超
え
る　

1964

　
昭
和
39	

◆ 

母
子
福
祉
法
公
布
・
施
行

	

◆ 

母
親
大
会
「
ポ
ス
ト
の
数
ほ
ど
保
育
所
を
」

	

　
　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催　

1965

　
昭
和
40	

　
　
高
校
進
学
率
全
国
平
均
で
70
％
を
超
え
る

	

　
　

女
性
雇
用
労
働
者
が
、
家
族
従
業
者
を
上
回
る

1966

　
昭
和
41	

◆ 

結
婚
退
職
制
に
も
と
づ
く
女
性
労
働
者
の
解
雇
に
対
し
て
無
効
判
決
（
住
友
セ
メ
ン
ト
事
件
／
東
京
地
裁
）

1967

　
昭
和
42	

◆ 

I
L
O
第
１
０
０
号
条
約
（
男
女
同
一
報
酬
）
批
准

	

　
　

女
性
雇
用
者
１
千
万
人
を
超
え
る

1968

　
昭
和
43	

◆ 

日
本
電
信
電
話
公
社(

現
・
N
T
T)

が
育
児
休
職
制
度
導
入

1969

　
昭
和
44	

◆ 

女
性
従
業
員
の
若
年
定
年
制
（
男
性
55
歳
、
女
性
30
歳
）

	

　
無
効
の
判
決
（
東
急
機
関
工
業
事
件
／
東
京
地
裁
）

	

　
　

女
性
の
雇
用
労
働
者
中
既
婚
者
が
５
割
を
超
す　

1970

　
昭
和
45	

◆ 

家
内
労
働
法
公
布
・
施
行
（
家
内
労
働
者
数
１
４
３
万
人
）

	

　
　

ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
運
動
起
こ
る

1972

　
昭
和
47	

◆ 

初
の
女
性
裁
判
所
長
（
新
潟
家
庭
裁
判
所　
三
淵
嘉
子
）

	

◆ 

勤
労
婦
人
福
祉
法
公
布
・
施
行
（
女
性
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
調
和
）

1973

　
昭
和
48	

　
　

石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
物
不
足
、
狂
乱
物
価

	

◆ 

第
1
回
国
際
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
会
議
（
ア
メ
リ
カ
）
に
樋
口
惠
子
ら
5
人
出
席

1974

　
昭
和
49	

◆ 

専
業
主
婦
が
事
故
死
し
た
際
の
逸
失
利
益
に
関
す
る
判
決
（
最
高
裁
）

1964 働く婦人の福祉運動ポスター

19741974      19561956
1968 男女同一賃金ポスター
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男
女
の
雇
用
機
会
均
等
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
て

1975

　
昭
和
50	

◆ 

国
際
婦
人
年
（
ス
ロ
ー
ガ
ン
：
平
等
・
開
発
・
平
和
）

	
◆ 

国
際
婦
人
年
世
界
会
議
（
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
）

	
◆ 
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
で
あ
る
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
女
子
教
職
員
、

	

　
看
護
婦
、
保
母
等
に
関
す
る
育
児
休
業
法
公
布

	

◆ 

総
理
府
に
「
婦
人
問
題
企
画
推
進
本
部
」
設
置　

1976

　
昭
和
51	

◆ 

緒
方
貞
子
が
初
の
女
性
国
連
公
使
に

1977

　
昭
和
52	

◆ 

国
立
婦
人
教
育
会
館
開
館

	

◆ 

東
京
都
が
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
（
か
け
こ
み
寺
）
を
開
設

1979

　
昭
和
54	

◆ 

国
連
「
女
子
差
別
撤
廃
条
約
」
採
択　
署
名
・
批
准
に
向
け
て
法
整
備
へ

1980

　
昭
和
55	

◆ 「
国
連
婦
人
の
十
年
」
中
間
年
世
界
大
会
（
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
）、
女
子
差
別
撤
廃
条
約
に
日
本
署
名

	

　
　

女
性
向
け
就
職
情
報
誌
『
と
ら
ば
ー
ゆ
』
創
刊

1981

　
昭
和
56	

◆ 

男
女
別
定
年
制
（
男
性
60
歳
女
性
55
歳
）
に
無
効
の
判
決
（
日
産
自
動
車
事
件
／
最
高
裁
）

1982

　
昭
和
57	

◆ 

初
の
女
性
税
務
署
長　
河
村
喜
久
栄

1984

　
昭
和
59	

◆ 

国
籍
法
及
び
戸
籍
法
の
一
部
改
正
法
公
布
（
父
母
の
両
系
血
統
主
義
の
採
用
・
配
偶
者
の
帰
化
条
件
の
男
女
同
一
化
）

	

　
　

既
婚
女
性
中
、
共
働
き
女
性
が
家
事
専
業
者
を
上
回
る

1985

　
昭
和
60	

◆ 

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
成
立
・
公
布

	

◆ 

国
民
年
金
法
の
一
部
改
正
法
公
布
（
基
礎
年
金
制
度
の
創
設
、
第
3
号
被
保
険
者
制
度
の
創
設
）

	

◆ 「
女
子
差
別
撤
廃
条
約
」
批
准

	

　
　

日
本
女
性
の
平
均
寿
命
、
世
界
で
初
め
て
80
歳
を
超
す
。
女
性
８
０
・
１
８
歳
、
男
性
７
４
・
５
４
歳

1986

　
昭
和
61	

◆ 

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行

	

◆ 

労
働
者
派
遣
法
施
行

	

◆ 

土
井
た
か
子
（
日
本
社
会
党
）　
女
性
初
の
党
首

1987

　
昭
和
62	

　
　
ア
グ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
の
子
連
れ
論
争

1988

　
昭
和
63	

　
　
『
日
経
Ｗ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｎ
』『
Ｈ
ａ
ｎ
ａ
ｋ
ｏ
』
創
刊

1989

　
平
成
元	

◆ 

す
べ
て
の
国
家
公
務
員
採
用
試
験
で
女
子
の
受
験
制
限
が
撤
廃

	

◆ 

厚
生
省
「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
10
ヶ
年
戦
略
」（
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
）
策
定

	

　
　

大
学
進
学
率
（
短
大
含
む
）
女
子
が
男
子
を
上
回
る

1990

　
平
成
2	

◆ 「
レ
デ
ィ
ス
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
開
設

	

　
　

合
計
特
殊
出
生
率
が
過
去
最
低
の
１
・
５
７
、「
１
・
５
７
シ
ョ
ッ
ク
」

1991

　
平
成
3	

◆ 

育
児
休
業
法
（
男
性
も
対
象
者
に
）
の
成
立
・
公
布
（
１
９
９
２
年
施
行
）

	

　
　

女
性
の
大
卒
就
職
率
、
初
め
て
男
性
を
上
回
る

1992

　
平
成
4	

◆ 

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
裁
判
で
日
本
で
初
め
て
上
司
と
会
社
の
責
任
を
認
め
損
害
賠
償
支
払
い
を
命
じ
た
判
決

1993

　
平
成
5	

◆ 

中
学
校
で
家
庭
科
が
男
女
共
修
に

	

◆ 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
成
立
・
公
布

	

◆ 

厚
生
省
、
子
育
て
支
援
の
た
め
の
「
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
」
発
表

1994

　
平
成
6	

◆ 

高
等
学
校
で
家
庭
科
が
男
女
共
修
に

	

◆ 

国
際
人
口
開
発
会
議
（
カ
イ
ロ
会
議
）
に
お
い
て
「
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ツ
／
ラ
イ
ツ
」
の
概
念
が
提
唱
さ
れ
た

	

　
（
N
G
O
政
府
代
表
団
の
1
人
と
し
て
樋
口
惠
子
参
加
）

	

◆ 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
創
設

	

　
　

日
本
人
女
性
初
の
宇
宙
飛
行
士　

向
井
千
秋
さ
ん　

宇
宙
へ

	

　
　

女
子
大
生
就
職
難
「
就
職
氷
河
期
」
〜
２
０
０
０
年
初
頭
ま
で

1995

　
平
成
7	

◆ 

育
児
・
介
護
休
業
法
の
成
立
・
公
布
（
１
９
９
９
年
施
行
）

	

◆ 

I
L
O
第
１
５
６
号
条
約
批
准
（
家
庭
的
責
任
を
有
す
る
男
女
労
働
者
の
機
会
及
び
待
遇
の
均
等
に
関
す
る
条
約
）

	

◆ 

第
4
回
世
界
女
性
会
議
開
催
（
北
京
）、「
北
京
宣
言
及
び
行
動
綱
領
」
採
択

	

　
　

女
子
の
4
年
制
大
学
進
学
者
が
、
短
大
進
学
者
を
初
め
て
上
回
る

1996

　
平
成
8	

◆ 

優
生
保
護
法
を
母
体
保
護
法
へ
改
正

1997

　
平
成
9	

◆ 

改
正
男
女
雇
用
均
等
法
公
布
（
１
９
９
９
年
施
行
）

	

◆ 

介
護
保
険
法
公
布

1998

　
平
成
10	

◆ 「
就
職
協
定
」
廃
止

1999

　
平
成
11	

◆ 

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
公
布
・
施
行

1986 男女雇用機会均等施行ポスター

１
９
８
５
年　
女
子
差
別
撤
廃
条
約

日
本
政
府
は
当
初
は
こ
の
条
約
批
准
を
見
送
る
予
定
だ
っ
た
。し
か
し
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
で
働
く
女
性
た
ち
、市
川
房
枝
ら
女
性
国
会
議
員
、超
党
派
の
国
際
婦

人
年
連
絡
会
な
ど
が
批
准
促
進
の
声
を
上
げ
た
。ま
も
な
く
政
府
は「
批
准
」へ

と
態
度
を
変
更
。コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
開
か
れ
た
世
界
女
性
会
議
で
は
、初
の
女

性
大
使
高
橋
展
子
が
批
准
を
世
界
に
約
束
す
る
署
名
式
に
臨
ん
だ
。 19991999      19751975

1984 育児休業制度導入ポスター
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少
子
高
齢
社
会
―
暴
力
の
否
定
と
ワ
ー
ク・
ラ
イ
フ
・
ケ
ア
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
へ
　

2000

　
平
成
12	

◆ 

介
護
保
険
法
施
行
、
介
護
保
険
制
度
ス
タ
ー
ト

	
◆ 

児
童
虐
待
法
公
布
・
施
行

	
◆ 
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
公
布
・
施
行

	

　
　

派
遣
労
働
者
１
０
０
万
人
を
超
え
る

2001

　
平
成
13	

◆ 

配
偶
者
暴
力
防
止
法
（
D
V
法
）
成
立
・
施
行

2002

　
平
成
14	

◆ 

厚
生
労
働
省
「
少
子
化
対
策
プ
ラ
ス
ワ
ン
」

2003

　
平
成
15	

◆ 

少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
公
布
・
施
行

	

◆ 

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
公
布
・
施
行

	

　
　

3
年
連
続
5
％
台
の
失
業
率
、
進
む
正
規
雇
用
の
減
少
、
不
安
定
雇
用
の
拡
大

2004

　
平
成
16	

◆ 「
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
」

	

　
　

若
年
雇
用
対
策
の
強
化
（
フ
リ
ー
タ
ー
や
ニ
ー
ト
問
題
）

	

　
　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ッ
シ
ン
グ
の
動
き
が
強
ま
る

2005

　
平
成
17	

◆ 

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
施
行
（
育
児
休
業
期
間
の
延
長
、
対
象
労
働
者
の
拡
大
等
）

	

　
　

合
計
特
殊
出
生
率
１
・
２
５
、
過
去
最
低
を
更
新

2007

　
平
成
19	

◆ 

改
正
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行
（
男
性
に
対
す
る
差
別
も
禁
止
）

	

◆ 「
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
憲
章
」
及
び

	

　
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
の
た
め
の
行
動
指
針
」
策
定

	

◆ 

改
正
国
民
年
金
法
施
行
（
離
婚
後
の
厚
生
年
金
の
分
割
等
）

	

　
　

上
場
企
業
の
女
性
役
員
１
％	

初
の
大
台

2008

　
平
成
20	

◆ 

改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
施
行
（
正
社
員
と
の
均
衡
待
遇
の
確
保
等
）

	

◆ 

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
ス
タ
ー
ト

	

　
　

地
方
議
員
に
占
め
る
女
性
議
員
の
割
合
が
初
め
て
2
割
を
超
え
る

	

　
　

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
―
内
定
取
消
、
派
遣
切
り
、
育
休
切
り
が
社
会
問
題
に

2009

　
平
成
21	

◆ 

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
施
行
（
父
親
の
育
児
休
業
の
取
得
促
進
）

2010

　
平
成
22	

◆ 

子
ど
も
・
子
育
て
ビ
ジ
ョ
ン
策
定

2011

　
平
成
23	

◆ 

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行
か
ら
25
年

	

　
　

東
日
本
大
震
災

	

　
　

サ
ッ
カ
ー
女
子
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
が
世
界
一
に

2012

　
平
成
24	

◆ 

国
家
戦
略
室
「『
女
性
の
活
躍
促
進
に
よ
る
経
済
活
性
化
』
行
動
計
画
～
働
く
な
で
し
こ
大
作
戦
～
」
策
定

2013

　
平
成
25	

◆ 

男
女
共
同
参
画
の
視
点
か
ら
の
防
災
・
復
興
の
取
組
み
指
針
公
表

	

　
　

ブ
ラ
ッ
ク
企
業　

相
談
１
０
０
０
件
超

2014

　
平
成
26	

◆ 

改
正
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行
（
間
接
差
別
の
対
象
拡
大
、
セ
ク
ハ
ラ
の
予
防
・
事
後
対
応
の
徹
底
等
）

	

◆ 

妊
娠
降
格
違
法
判
決
、
女
性
の
敗
訴
破
棄
、
最
高
裁
マ
タ
ハ
ラ
の
初
判
断

	

　
　

消
費
税
5
％
か
ら
8
％
に

2015

　
平
成
27	

◆ 

改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
、
改
正
労
働
者
派
遣
法
施
行
（
非
正
規
雇
用
の
待
遇
改
善
の
促
進
、
格
差
解
消
）

	

◆ 

最
高
裁
、
女
性
の
再
婚
禁
止
期
間
規
定
を
違
憲
と
判
断

	

◆ 

渋
谷
区
と
世
田
谷
区
で
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
開
始

	

　
　

非
正
社
員
の
割
合
が
初
め
て
4
割
超
え

2016

　
平
成
28	

◆ 

女
性
活
躍
推
進
法
施
行
（
女
性
の
活
躍
促
進
の
加
速
・
拡
大
へ
）

	

◆ 

厚
生
年
金
・
健
康
保
険　
短
時
間
労
働
者
に
も
対
象
拡
大　

	

◆ 

小
池
百
合
子　
女
性
初
の
東
京
都
知
事

	

　
　

民
間
企
業
の
女
性
管
理
職
１
１
・
９
％
で
過
去
最
高

	

　
　

保
育
園
落
ち
た
日
本
死
ね

2017

　
平
成
29	

◆ 

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
施
行
（
介
護
離
職
の
解
消
、
マ
タ
ハ
ラ
、
パ
タ
ハ
ラ
の
防
止
措
置
の
新
設
な
ど
）

	

◆ 

改
正
刑
法
成
立
・
施
行
（
強
姦
罪
の
非
親
告
罪
化
等
）

	

　
　
「
人
生
１
０
０
年
時
代
構
想
会
議
」
設
置　

2018

　
平
成
30	

◆ 

政
治
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
推
進
法
公
布
・
施
行
（
男
女
候
補
者
を
均
等
に
）

	

◆ 

働
き
方
改
革
関
連
法
成
立
（
２
０
１
９
年
施
行
）

2019

　
平
成
31	

◆ 

改
正
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
成
立
・
公
布
（
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
な
ど
）

        

　（
令
和
元
）	　
　

新
元
号
に
「
令
和
」。
消
費
税
10
％
に
。

2020

　
令
和
2	

◆ 

介
護
保
険
制
度
発
足
20
年

	

◆ 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
施
行
（
正
社
員
と
パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
不
合
理
な
待
遇
差
の
禁
止
な
ど
）

	

◆ 

内
閣
府
「
コ
ロ
ナ
下
の
女
性
へ
の
影
響
と
課
題
に
関
す
る
研
究
会
」
緊
急
提
言

	

　
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
世
界
的
に
流
行　

2021

　
令
和
3	

◆ 

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
成
立
（
2
0
2
2
年
施
行
）（
産
後
パ
パ
育
休
制
度
の
創
設
、
育
児
休
業
の
分
割
取
得
な
ど
）

	

◆ 

デ
ジ
タ
ル
庁
始
動

	

　
　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催

監
修
：
樋
口
惠
子
（	

協
力
：	

佐
藤
千
里
）

２
０
１
３
年　
男
女
共
同
参
画
の
視
点
か
ら
の
防
災・復
興
の
取
組
み
指
針
公
表

打
ち
続
く
災
害
は
日
常
の
弱
さ
や
不
平
等
を
鮮
や
か
に
露
呈
す
る
。避
難
所
で
高
齢

者
の
不
便
、女
性
ト
イ
レ
や
着
替
え
の
場
の
不
備
、乳
幼
児
へ
の
対
応
の
問
題
な
ど
が

指
摘
さ
れ
た
。そ
の
原
因
と
し
て
避
難
生
活
や
復
興
計
画
に
参
画
す
る
女
性
の
少
な

さ
が
指
摘
さ
れ
た
。特
に
東
日
本
大
震
災
以
降
、「
平
常
時
か
ら
男
女
共
同
参
画
の
視

点
で
対
応
」す
る
こ
と
が
重
要
と
い
う
認
識
が
す
す
み
、２
０
１
１
年
３
・
６
％
だ
っ

た
都
道
府
県
防
災
会
議
の
女
性
委
員
割
合
は
、２
０
１
８
年
に
は
１
５
・
７
％
に
伸

び
た
が
、第
４
次
男
女
共
同
参
画
計
画
の
目
標
30
％
に
は
ま
だ
大
き
な
差
が
あ
る
。
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